




地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、

令和２年度公営企業各会計決算審査、令和４年定例監査、令和４年工事監査、

令和３年度公営企業各会計決算審査、令和４年財政援助団体等監査、令和５

年定例監査、令和４年度公営企業各会計決算審査及び令和４年度各会計歳入

歳出決算審査の結果に基づき講じた措置について、東京都知事等関係機関か

ら通知があったので、次のとおり公表する。 

 

    令和５年１２月５日 

 

 

 

 

 

 

 

東京都監査委員 鈴 木 章 浩 

同       小 山 くにひこ 

同        茂 垣 之 雄 

同       松 本 正一郎 

同       後 藤 靖 子 
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第１ 措 置 の 概 要 

 

東京都監査委員は、各種監査等で指摘又は意見・要望した事項について、監査後、指摘

等を受けた知事等関係機関がどのような措置を行っているか報告を求め、年２回、講じた

措置内容の通知を受けている。 

令和５年監査結果に基づき知事等が講じた措置（第２回）は、知事等関係機関が令和５

年４月から同年１０月までに講じた措置内容について取りまとめたものであり、措置状況

は表１及び表２のとおりである。 

今回は、措置対象４１５件から前回までに措置済みとなっている２３６件を差し引いた

１７９件のうち、１３６件（指摘：１３２件、意見・要望：４件）が改善された。残る 

４３件については、改善中である。 

また、今回措置済みとなった案件の措置区分別件数（措置区分が複数含まれる案件につ

いて該当する措置区分を全て計上）は、表３のとおりである。 

事務処理等の改善など、是正・改善措置７４件、ルール・体制の構築など、再発防止の

取組１７７件、合計２５１件の改善措置が講じられた。 

改善措置としては、主に次のようなものがある。 

 

・ 設備の補強工事や交換による、安全性の確保 

・ 経済的な契約方法への変更や手引などマニュアル等の改善 

 

当報告書に記載されている事例を参考に、適切な内部統制の構築と運用に取り組み、全

庁共通して発生し得る課題や、繰り返し起こり得る問題点について、実効性のある再発防

止策が講じられることを期待する。 

また、知事等関係機関が講じた措置内容を公表することにより、都事業に対する都民の

理解促進に寄与することができれば幸いである。 
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（表１）措置状況                        

 （単位：件） 

監査 
実施年 

監査種別 
監査実施 
期  間 

結果内訳 
措置対象 

A 

措置済 
B 

今回通知 
C 

改善中 
A-(B+C) 

令和 

3年 

定例監査 

令和 3.1.12 

～ 

令和 4.1.27 

指 摘 70 70 － － 
意見・要望 4 2 － 2 

計 74 72 － 2 

公営企業各会計 
決算審査 

令和 3.6.1 

～ 

令和 3.9.7 

指 摘 2 1 1 － 
意見・要望 2 2 － － 

計 4 3 1 － 

令和 

4年 

定例監査 

令和 4.1.6 

～ 

令和 4.9.6  

指 摘 92 80 7 5 

意見・要望 3 2 － 1 

計 95 82 7 6 

工事監査 

令和 4.1.11 

～ 

令和 5.1.12  

指 摘 27 26 1 － 

意見・要望 1 1 － － 

計 28 27 1 － 

公営企業各会計 
決算審査 

令和 4.6.1 

～ 

令和 4.9.6  

指 摘 3 2 1 － 

意見・要望 － － － － 

計 3 2 1 － 

財政援助団体等監査 

令和 4.9.5 

～ 

令和 5.2.3  

指 摘 50 46 2 2 
意見・要望 8 4 3 1 

計 58 50 5 3 

令和 

5年 

定例監査 

令和 5.1.6 

～ 

令和 5.9.7 

指 摘 116 － 85 31 

意見・要望 2 － 1 1 
計 118 － 86 32 

公営企業各会計 
決算審査 

令和 5.6.1 

～ 

令和 5.9.7 

指 摘 3 － 3 － 
意見・要望 － － － － 

計 3 － 3 － 

各会計歳入歳出 

決算審査 

令和 5.7.10 

～ 

令和 5.9.7 

指 摘 32 － 32 － 
意見・要望 － － － － 

計 32 － 32 － 

合       計 

指 摘 395 225 132 38 
意見・要望 20 11 4 5 

計 415 236 136 43 
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（表２）各実施年の監査の改善率 

（単位：件、％） 

監査実施年 結果内訳 
措置件数 

A 
措置済 

B 

今回 
措置対象 

C 

今回通知 
D 

改善率 
(B+D)/A×100 

改善中 
C-D 

令和 3年 

指 摘 117 116 

 

1 

 

1 100   － 

意見・要望 10 8 

 

2 

 

－ 80.0 2 

計 127 124 3 

 

1 98.4 2 

令和 4年 

指 摘 209 191 18 11 96.7 7 

意見・要望 12 7 5 3 83.3 2 

計 221 198 23 14 95.9 9 

令和 5年 

指 摘 151 － 151 120 79.5 31 

意見・要望 2 － 2 1 50.0 1 

計 153 － 153 121 79.1 32 
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（表３）監査種別ごとの措置区分別件数 
              （単位：件） 

監査種別 

 

 

措置区分 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

 

 

定例 

公営企業 

各会計 

決算審査 
定例 工事 

公営企業

各会計 

決算審査 

財政援助

団体等 
定例 

公営企業 

各会計 

決算審査 

各会計 

歳入歳出

決算審査 
 

１ 

是
正
・
改
善
措
置 

ア 返還・ 

戻入等 

－  －  －  －  －  －  5  －  －  5  

－  －  －  －  －  －  5  －  －  5  

イ 財産・ 

物品管理 

－  －  3  1  －  1  4  －  1  10  

－  －  4  1  －  1  4  －  1  11  

ウ 会計処理 

－  1  －  －  1  －  －  2  25  29  

－  1  －  －  1  －  －  2  28  32  

エ 事務処理等 

－  －  1  －  －  3  13  －  －  17  

－  －  2  －  －  3  21  －  －  26  

小計 

－  1  4  1  1  4  22  2  26  61  

－  1  6  1  1  4  30  2  29  74  

２ 

再
発
防
止
の
取
組 

ア 要綱等の 

制定・改正 

－  －  －  －  －  1  －  －  －  1  

－  －  2  －  －  1  1  －  －  4  

イ 契約・仕様等

の見直し 

－  －  3  －  －  －  6  －  －  9  

－  －  3  －  －  1  8  －  －  12  

ウ ルール・体制 

の構築 

－  －  －  －  －  －  17  1  4  22  

－  －  5  －  －  －  26  3  18  52  

エ 研修等の 

実施 

－  －  －  －  －  －  41  －  2  43  

－  －  1   1  －  2  80  3  22  109  

小計 

－  －  3  －  －  1  64  1  6  75  

－  －  11  1  －  4  115  6  40  177  

合  計 

－  1  7  1  1  5  86  3  32  136  

－  1  17  2  1  8  145  8  69  251  

（注１）措置区分の具体的事項は、別注のとおり 

（注２）上段（網掛あり）：措置区分のうち主なものを一つ選定した場合の数値 

    下段（網掛なし）：措置区分が複数含まれるものを全て選定した場合の数値 

計 

1 
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（別注）措置区分の具体的事項 
 

措置区分 主な事項 

1 是正・改善措置 

ア 返還・戻入等 
過大交付した補助金、過大支出した契約代金等が返還されたもの 

都税、使用料等の債権を追加徴収したもの 

イ 財産・物品管理 

土地・建物、物品等の管理状況を改善したもの 

土地・建物、物品等の占用・使用許可手続を是正したもの 

工作物、設備、物品等を修理・交換したもの 

ウ 会計処理 

決算関係書類の計数を修正したもの 

財産に関する調書への登載誤りを修正したもの 

調定登録されていなかった歳入を適正に処理したもの 

科目又は年度を誤って歳出処理したものを是正したもの 

エ 事務処理等 

法令等に基づいた事務手続に是正したもの 

契約中の工事、事業内容等を是正したもの 

マニュアル等に基づいた債権管理を行うよう是正したもの 

事務処理等をより効果的・効率的な内容に改善したもの  

2 再発防止の取組 

ア 要綱等の制定 

・改正 
要綱、指針、基準等を新たに制定・改正したもの  

イ 契約・仕様等 

の見直し 

関連又は類似の契約に係る工事、事業内容等を是正したもの 

特記仕様書等への記載事項を見直したもの 

報告書等の様式を改めたもの 

ウ ルール・体制 

の構築 

事務処理ルール、マニュアル等を改善又は新たに構築したもの 

委員会、プロジェクトチーム等を新たに設置したもの 

情報共有・チェック機能を強化したもの 

エ 研修等の実施 

関係職員に対し研修を実施したもの 

関係職員を既存の研修に参加させたもの 

会議、通知等により監査結果を周知し、再発防止を注意喚起した

もの 
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１ 主な措置事例  

 

 

p.26 環境局 No.9（令和４年工事監査） 

指摘の概要 

環境局は、変電所の受変電設備の整備工事を行っている。 

受変電設備は、耐震性を高めるため、原則として、アンカーボルトにより鉄筋コ

ンクリートの基礎・床などの建築構造体に固定することとされている。 

しかしながら、アンカーボルトが建築構造体に打ち付けられておらず、地震発生

時に受変電設備が移動又は転倒するおそれがある状況が認められた。 

そこで、アンカーボルトの施工管理を適切に行うよう求めた。 
 

措置の概要 

   局は、アンカーボルトを建築構造体である鉄筋コンクリートの床に打ち付ける補

強工事を完了した。 

また、新たに過去の工事監査指摘を事例集にまとめ、これを活用した職場研修を

定期的に実施することで、再発防止を図ることとした。 

 

 

 

 

p.32 主税局 No.16（令和５年定例監査） 

指摘の概要 

主税局において、共同住宅及び区立児童遊園の敷地について、当該土地の全てを

固定資産税等が軽減される小規模住宅用地として認定したものがあった。 

しかしながら、当該土地のうち、区立児童遊園の敷地（有料で借り受け使用され

ているため課税対象）は、土地の利用状況から非住宅用地として認定すべきもので

あり、小規模住宅用地として認定したことは適正ではない。 

この結果、固定資産税等が、１，６９７万１，６００円（法に基づき更正可能な

平成３０年度以降分の合計額）の課税不足となっている。 

そこで、土地の用途の認定を適正に行うよう求めた。 
 

措置の概要 

   局は、当該土地の利用状況を確認の上、用途の認定を一部非住宅用地へと修正し、

当該認定に基づき、更正後の税額で固定資産税等の賦課決定を行った。  

その結果、課税不足分は全額納付された。 

また、指導部門が各都税事務所に事務指導を行い、指摘事例の周知及び注意喚起

を行った。 

 

 

受変電設備の整備において、耐震性を高めるため補強工事を実施したもの 

土地の用途の認定を修正の上、更正後の税額で固定資産税等の賦課決定を行

い、課税不足額の納付を受けたもの 
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p.36 都市整備局 No.26（令和５年定例監査） 

指摘の概要 

都市整備局では、業務用スマートフォンの運用に当たり、遠隔消去機能等による

データの盗難防止措置を設定しないまま、職員にスマートフォンを利用させていた。 

庁舎外で業務用スマートフォンを紛失した場合、連絡先情報や発着信履歴が漏え

いするリスクがあり、今後、スマートフォンで機密性の高い情報を扱う事務が拡大

していくことも考えられるため、データの盗難防止措置を設定していないことは適

正でない。 

そこで、業務用スマートフォンについて、早急にデータの盗難防止措置を設定し、

適正に管理するよう求めた。 
 

措置の概要 

局は、業務用スマートフォン等の適切な利用のために新たに制定した手引に基づ

き、当該部署の全てのスマートフォンについて、紛失時に遠隔からデータを消去で

きるようにした。  

また、スマートフォン等の管理簿に、遠隔消去機能が設定済みかどうか明確にす

るための欄を設け、遠隔消去機能が利用できる状態での使用を徹底することとした。 

 

 

 

 

p.42 福祉局 No.36（令和５年定例監査） 

指摘の概要 

福祉局は、中部総合精神保健福祉センターに設置している AED（自動体外式除細

動器）について、設置者が行うべき事項とされている日常点検や消耗品の交換を行

っていなかった。消耗品である電極パッド及びバッテリは、交換時期を過ぎても交

換されておらず、使用時に正常に動作しないおそれがある状態となっていた。 

そこで、AEDの管理を適切に行うよう求めた。 
 

措置の概要 

局は、AED本体の耐用期限が近付いていたことから、AED本体ごと買い替えを行っ

たほか、メーカー提供のチェックリストにより点検を実施することとした。 

また、指摘内容とあわせ、AED の点検及び機器交換等を適切に行うよう、局内に

周知した。 

 

 

 

 

 

 

業務用スマートフォンの紛失・盗難に備え、手引を制定し、データの盗難防止

措置を設定したもの 

AEDを交換し、点検や消耗品交換など管理を適切に行うこととしたもの 

－7－



- 8 - 

 

 

 
 

 p.74 教育庁 No.99（令和５年定例監査） 

指摘の概要 

教育庁は、都立高校の CALL 教室（外国語や情報の授業を行うため情報端末等を

整備した教室）で使用する授業用ソフトについて、各学校で調達する場合と、各学

校経営支援センター（以下「センター」という。）で調達する場合を認めていたた

め、各学校は購入契約により、センターはリース契約により、それぞれ調達してい

た。 

両者の調達を比較したところ、各学校での調達よりもセンターでの調達の方が経

済的であることが認められた。 

同様の授業用ソフトを導入しているにもかかわらず、調達方法により経済的な差

異が出ていることは適切でない。 

そこで、授業用ソフトを経済的に導入するよう求めた。 
 
措置の概要 

   庁は、各学校における CALL教室で使用する授業用ソフトについて、より経済的な

方法であるセンターでの契約による調達とすることとした。 

 

 

 

p.76 生活文化スポーツ局 No.101（令和５年定例監査） 

意見・要望の概要 

生活文化スポーツ局は、６つの都立ミュージアムが収蔵する資料・作品を横断的

に検索できるホームページ「Tokyo Museum Collection（以下「ToMuCo」という。）」

を公開しており、このホームページには、都立ミュージアムのホームページに貼ら

れたリンクなどからアクセスが可能となっている。 

各都立ミュージアムのホームページを見たところ、収蔵品検索ページ上に ToMuCo

へのリンクがないなど、リンクの貼り方がミュージアムによって異なっていたほか、

ToMuCoの説明がない、バナーデザインが統一されていない、などの状況が認められ

た。 

そこで、都立ミュージアムのホームページを見やすいものとするとともに、ToMuCo

のホームページにアクセスしやすくなるよう検討することを要望した。 
 

措置の概要 

局は、都立ミュージアムのホームページにおいて、一部不足していた ToMuCoへの

リンクを記載したほか、ToMuCoのバナーデザインを統一するなど、ホームページの

改善を行った。 

また、ホームページ利用者の利便性に配慮するよう、局内に注意喚起を行った。 

都立ミュージアムのホームページについて、利用者にとって見やすいものとな

るよう改善を図ったもの 

CALL教室用の授業用ソフトについて、経済的な調達方法に改めたもの 
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ア イ ウ エ ア イ ウ エ

1 水道局 減損会計の適用を適切に行うべきもの ◎ 20

2 住宅政策本部
（移管予定施設の管理の適正化について）移管予定施設を適正
に管理すべきもの ◎ ○ ○ 21

3 住宅政策本部
（移管予定施設の管理の適正化について）移管予定施設等につ
いて記録等を作成し管理を適正に行うべきもの ◎ ○ ○ 22

4 住宅政策本部 都営住宅の事業用空き住戸の有効活用を検討すべきもの ○ ◎ ○ ○ 23

5 産業労働局 概算払による委託契約の精算金額の確定を適正に行うべきもの ◎ 23

6 産業労働局
汚水槽及び雑排水槽の清掃と汚泥処理の委託に係る事務手続を
適切に行うべきもの ◎ ○ 24

7 産業労働局
森づくり貢献認証制度受付機関運営業務委託に係る概算払の精
算を適正に行うべきもの ◎ ○ 24

8 中央卸売市場
（消防用設備等の維持管理について）消防用設備等について、
その機能を有効な状態に維持するとともに不良と判定された箇
所の是正を組織的かつ計画的に進めるべきもの

◎ ○ 25

9 環境局 あと施工アンカーの施工管理を適切に行うべきもの ◎ ○ 26

10 水道局 減損会計を適切に適用し必要な情報を提供すべきもの ◎ 27

11
総務局（東京都公立大学法
人）

クレーンの点検結果の対応を速やかに行うべきもの ◎ ○ 28

12
建設局（公益財団法人東京動
物園協会）

動物脱出防止柵設備について仕様書に保守の目的に沿った点検
内容等を具体的かつ適正に定め管理を適正に行うべきもの ◎ ○ 28

第２　通 知 の 内 容

　監査結果に基づき、今回、知事等から受けた措置通知の一覧は表４（監査種別）

及び表５（指摘区分別）のとおりであり、表４及び表５の頁欄記載のページに、監

査結果の要約及び講じた措置の概要を掲載している。

　なお、表４、表５及び個別の概要にある「措置区分」は、５ページ別注の番号記

号に対応しており、措置区分のうち主なものには◎を、その他、該当するものには

○を付けている。

　また、措置区分が２（再発防止の取組）にのみ該当するものについては、指摘事項、意見・

要望事項に係る契約等は既に終了しているため、今後、同一又は類似の事業、工事

等を実施する際の再発防止策を講じたものである。

番
号

対象局（団体） 事　項

措置区分

頁１ ２

（表４）措置通知一覧（監査種別）

令和２年度公営企業各会計決算審査

【指摘事項】

令和４年定例監査

【指摘事項】

令和４年工事監査

【指摘事項】

令和３年度公営企業各会計決算審査

【指摘事項】

令和４年財政援助団体等監査

【指摘事項】
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ア イ ウ エ ア イ ウ エ

番
号

対象局（団体） 事　項

措置区分

頁１ ２

13
総務局（東京都公立大学法
人）

金融債による資金運用に係るリスク管理及び財務諸表における
開示について ◎ 29

14
福祉局（社会福祉法人等10団
体）

補助金の公正かつ効率的な交付に資する取組について ◎ 30

15
建設局（公益財団法人東京都
道路整備保全公社）

（八重洲駐車場ほか4駐車場における大規模改修及び中規模修
繕について）指定管理者が実施する中規模修繕について ◎ ○ 31

16 主税局 土地の用途の認定を適正に行うべきもの ◎ ○ 32

17 生活文化スポーツ局
Tokyo Museum Collectionのホームページについて、提供して
いる情報が正確であるよう留意するとともに、利用者の利便性
に配慮すべきもの

◎ ○ 32

18 都市整備局
(運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業について)業務委託契
約経費の積算を適正に行うべきもの ◎ 33

19 都市整備局
(運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業について)契約変更手
続を適切に行うべきもの ◎ 33

20 都市整備局
(単価契約工事について)(事業用地等維持管理について)特殊製
品組合せ費の運用を適正に行うべきもの ◎ 34

21 都市整備局
(単価契約工事について)(測量委託について)工種「打合せ協
議」の設定及び運用を適正にすべきもの ◎ ○ 34

22 都市整備局
(ファイナンス・リース契約について)ファイナンス・リース契
約に当たり契約目途額の積算を適切に行うべきもの ◎ ○ 35

23 都市整備局
(ファイナンス・リース契約について)ファイナンス・リース契
約の締結に当たりリース料と保守料を明確に区分して把握すべ
きもの

◎ ○ 35

24 都市整備局
(ファイナンス・リース契約について)再リース契約を請書によ
り締結する場合に代替品の提供について仕様書に定めるべきも
の

◎ ○ ○ 35

25 都市整備局
(ファイナンス・リース契約について)保守に関する具体的な条
件を明確に示すべきもの ◎ ○ 36

26 都市整備局
業務用端末にデータの盗難防止措置を設定し適正に管理すべき
もの ◎ ○ 36

27 住宅政策本部
都営住宅の建設においてバリアフリー上必要な施設を当初から
発注すべきもの ◎ ○ 37

28 環境局
契約に必要な業務内容や条件等を明確に記載し適切な仕様書を
作成すべきもの ◎ 38

29 福祉局
(介護の仕事未経験者就業促進事業に係る企画運営業務委託に
ついて)総合評価方式における委託業務内容の変更を適切に行
うべきもの

◎ 39

30 福祉局
(滞納整理について）取り扱う債権に係る延滞金の手続をマ
ニュアルに定めるべきもの ◎ ○ 39

31 福祉局
(滞納整理について）滞納者名簿及び滞納整理表を作成すべき
もの ○ ◎ ○ 40

32 福祉局 (滞納整理について）督促状の発行を適正に行うべきもの ◎ ○ ○ 40

33 福祉局
(滞納整理について）納入義務者の変更及び催告を適正に行う
べきもの ○ ◎ 40

34 福祉局
(滞納整理について）滞納金の解消に向けた対応を適切に行う
べきもの ○ ◎ 41

35 福祉局 業務委託契約における概算払の精算を適正に行うべきもの ◎ ○ 41

36 福祉局 AEDの管理を適切に行うべきもの ◎ ○ ○ 42

37 保健医療局 電子天びんの校正業務委託を一括して契約すべきもの ◎ 42

38 保健医療局 機械警備委託契約における鍵等の管理を適切に行うべきもの ◎ ○ ○ 43

39 産業労働局
Webサイトの構築・運用保守業務委託契約の変更手続を適正に
行うべきもの ◎ 43

40 産業労働局 LED照明設置工事における契約手続を適正に行うべきもの ◎ 43

41 産業労働局
(樹木等の管理について)樹木等の管理に係る契約を計画的に実
施すべきもの ◎ ○ 44

【意見・要望事項】

令和５年定例監査

【指摘事項】
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ア イ ウ エ ア イ ウ エ

番
号

対象局（団体） 事　項

措置区分

頁１ ２

42 産業労働局 農産物販売・PR等に係る業務委託契約を適正に行うべきもの ◎ 44

43 産業労働局
ファイナンス・リース契約における契約目途額の積算を適正に
行うべきもの ◎ 45

44 中央卸売市場
（遊休施設の管理について）募集条件を整理し掲示等により空
き室の情報提供を行うなど遊休施設の使用者の募集を有効に行
うべきもの

◎ ○ 45

45 中央卸売市場
（遊休施設の管理について）速やかな原状回復に向けて必要な
記録を残すなど市場施設の適切な管理を行うべきもの ◎ 46

46 中央卸売市場
（遊休施設の管理について）経営計画等に則った有効活用を一
層強化すべきもの ◎ 46

47 中央卸売市場 業務委託契約に係る履行確認を適正に行うべきもの ◎ 47

48 中央卸売市場
フロンガス回収及び破壊に係る委託契約の履行確認を適正に行
うべきもの ◎ 47

49 建設局
(街路樹におけるナラ枯れ対策について)ナラ枯れ被害木の処分
について適切な指示及び確認を行うべきもの ◎ 48

50 建設局
(街路樹におけるナラ枯れ対策について)街路樹のナラ枯れ被害
について被害状況の把握と対処方針の決定や情報提供を行うべ
きもの

◎ ○ 48

51 建設局
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)工種とし
て単価を定めていない内容の工事に当たり適正な方法により支
払うべきもの

◎ 49

52 建設局
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)一者見積
りによる単価設定を積算基準に基づき行うべきもの ◎ 49

53 建設局
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)想定でき
る工種を設定し単価を定めるべきもの ◎ ○ 50

54 建設局
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)特殊製品
組合せ費の使用に当たり適正に見積書を徴取すべきもの ◎ 50

55 建設局
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)正しい工
種により工事を行うべきもの ◎ ○ 50

56 建設局
(単価契約工事について)即時性の認められない工事等について
総価契約により施行すべきもの ◎ 51

57 建設局
(単価契約工事について)実際に施工した内容のとおり工事費を
支払うべきもの ◎ ○ ○ ○ 51

58 建設局
工事に必要な調整を速やかに行うなどして緊急起工によらずに
工事を行うべきもの ◎ 52

59 建設局
ろ材の交換及び循環ポンプの更新について一括して契約を行う
べきもの ◎ 52

60 建設局 葛西橋長寿命化工事の契約不適合責任の請求を行うべきもの ◎ ○ 53

61 建設局
街路樹剪定委託に係る施工数量の変更に当たり契約変更手続を
行うべきもの ○ ◎ 53

62 建設局
(清掃業務委託について)委託内容の変更に当たり契約変更手続
を行うべきもの ◎ ○ 54

63 建設局
(清掃業務委託について)合理的な理由に基づき委託内容を変更
すべきもの ◎ 54

64 建設局
(ファイナンス・リース契約について)契約目途額の積算に当た
りリース料と保守料等とに区別して算定すべきもの ◎ 54

65 建設局
(ファイナンス・リース契約について)ファイナンス・リース契
約の締結に当たりリース料と保守料等とを明確に区分して把握
すべきもの

◎ ○ 55

66 建設局
(ファイナンス・リース契約について)再リース契約を請書によ
り締結する場合に代替品の提供について仕様書に定めるべきも
の

◎ 55

67 建設局 公園の改修における設計委託について仕様を明確にすべきもの ◎ 56

68 建設局
(野球場管理委託について)側溝及び側溝ますの清掃についての
履行確認及び立会検査を行うべきもの ◎ ○ ○ 56

69 建設局
(野球場管理委託について)災害のおそれなどの事由による使用
中止の判断をすることについて仕様書とマニュアルに記載すべ
きもの

◎ ○ 57

70 港湾局 競争性を確保した契約方法により調査委託を行うべきもの ◎ 57
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ア イ ウ エ ア イ ウ エ

番
号

対象局（団体） 事　項

措置区分

頁１ ２

71 港湾局
船内装飾委託に係る契約締結手続及び履行確認を適正に行うべ
きもの ○ ◎ 58

72 港湾局 視察船の修繕に係る契約締結手続を適正に行うべきもの ◎ 58

73 港湾局 草刈委託契約に係る履行確認を適正に行うべきもの ◎ ○ 59

74 港湾局 点検清掃委託契約に係る履行確認を適正に行うべきもの ◎ ○ 59

75 港湾局 清掃船の修繕契約に係る履行確認を適正に行うべきもの ◎ ○ 60

76 港湾局 安全確保の観点から消火器の更新を速やかに行うべきもの ◎ ○ 60

77 港湾局
(港湾事業会計における会計伝票発行・取消しに係る財務規則
の遵守について)規則に基づき適正な時点で会計伝票を発行し
又は取り消すべきもの

◎ ○ 61

78 東京消防庁 点検保守委託契約の履行確認を適正に行うべきもの ◎ 62

79 交通局
(施設維持管理業務委託における受託者及び再委託先の管理に
ついて)再委託先の現場責任者及び作業担当者についての管理
を適切に行うべきもの

◎ ○ 62

80 交通局
補修工事における仕様書を適正に作成し仕様書に基づいた完了
検査を行うべきもの ◎ 63

81 交通局
ファイナンス・リース契約の締結に当たり月額リース料と保守
料とを明確に区分して把握すべきもの ◎ ○ 63

82 交通局 駅窓口において引継処理を漏れなく行うよう指導すべきもの ◎ ○ 64

83 水道局
(スマートメータの設置について)スマートメータを指定給水装
置工事事業者に適切に支給すべきもの ○ ◎ 65

84 水道局
(スマートメータの設置について)給水装置工事請負単価契約に
おける検査を適切に行うべきもの ◎ ○ ○ 66

85 水道局
破産手続の終了を速やかに確認し所に対して不納欠損の手続を
執るよう通知すべきもの ○ ◎ ○ 66

86 水道局
工事請負単価契約について「単価契約業務発注の手引」を遵守
し適正な事案決定により対処すべきもの ◎ 67

87 下水道局
(町屋幹線の整備工事における実施設計について)実施設計にお
いて通過ルートを確定し設計図等を作成すべきもの ◎ 67

88 下水道局
(町屋幹線の整備工事における実施設計について)実施設計にお
いて支障物調査を行うべきもの ◎ 68

89 下水道局
(工事の一部一時中止に伴う増加費用の算定方法について)工事
の一部一時中止に伴う増加費用の算定を適正に行うべきもの ◎ ○ 68

90 下水道局
(工事の一部一時中止に伴う増加費用の算定方法について)工事
の一部一時中止に伴う増加費用の算定方法を見直すべきもの ◎ ○ 69

91 下水道局
契約金額の変更に当たり設計図書の変更を伴わない積算誤りの
取扱いに十分留意すべきもの ○ ◎ 70

92 下水道局
雨水ポンプ棟の躯体の設計に当たり必要な開口を適正に設定す
べきもの ○ ◎ 71

93 下水道局
(ファイナンス・リース契約に係る事務手続について)保守対象
の設定及び積算を適切に行うべきもの ◎ 71

94 下水道局
(ファイナンス・リース契約に係る事務手続について)月額リー
ス料及び保守料の明細を記載した賃借内訳書を契約相手方に提
出させるよう仕様書に定めるべきもの

◎ 72

95 教育庁
(遊具安全点検委託について)点検結果が使用不可である遊具に
ついて使用禁止処置を講じるべきもの ◎ ○ 72

96 教育庁
(遊具安全点検委託について)点検委託契約に係る検査を適正に
行うべきもの ◎ 73

97 教育庁 消火器の交換期限を把握し適正な購入契約を行うべきもの ○ ◎ 73

98 教育庁 非常災害用備蓄品の配備を適切に行うべきもの ◎ 74

99 教育庁
(CALL教室等の管理について)授業用ソフトを経済的に導入すべ
きもの ◎ ○ 74

100 教育庁
(教育財産の目的外使用許可について)事業者の公募に係る審査
を適切に行うべきもの ◎ 75
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番
号

対象局（団体） 事　項

措置区分

頁１ ２

101 生活文化スポーツ局
6つの都立ミュージアムのホームページにおけるToMuCoに関す
る情報提供について ◎ ○ 76

102 港湾局
破産更生債権等を適正な項目をもって表示すべきもの（臨海地
域開発事業会計） ◎ ○ ○ 77

103 港湾局
破産更生債権等を適正な項目をもって表示すべきもの（港湾事
業会計） ◎ ○ ○ 77

104 交通局 一般債権に係る貸倒引当額を適正に算定すべきもの ◎ ○ 78

105 総務局 建物が登載漏れとなっているもの ◎ ○ ○ 79

106 都市整備局 債権が過大計上となっているもの ◎ ○ 79

107 環境局 出資による権利が登載漏れとなっているもの ◎ ○ 79

108 福祉局
不納欠損額が過小計上に、収入未済額が過大計上になっている
もの ◎ ○ 79

109 福祉局 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ ○ 80

110 福祉局 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 80

111 福祉局 調定額及び収入未済額が過小計上となっているもの ◎ ○ 81

112 福祉局 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ ○ 81

113 福祉局 建物が過大登載となっているもの ◎ ○ 82

114 福祉局 建物が登載漏れとなっているもの ◎ ○ 82

115 福祉局 物品が登載漏れとなっているもの ◎ ○ ○ 82

116 産業労働局 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 82

117 産業労働局 収入済額及び還付未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 83

118 産業労働局 出資による権利が過大登載となっているもの ◎ ○ 83

119 産業労働局 出資による権利が登載漏れとなっているもの ◎ ○ 83

120 建設局 調定額が過小計上となっているもの ◎ ○ 83

121 建設局 還付未済額が過小計上となっているもの ◎ ○ 83

122 建設局 収入未済額が過小計上となっているもの ◎ ○ 84

123 建設局 土地が過大登載となっているもの ◎ ○ ○ 84

124 建設局 土地が登載漏れとなっているもの ◎ ○ ○ 84

125 建設局 建物が過大登載となっているもの ◎ ○ ○ 85

126 建設局 物品が過大登載となっているもの ◎ ○ 85

127 港湾局 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 85

128 港湾局
収入済額が過大計上に、収入未済額が過小計上になっているも
の ◎ 86

129 東京消防庁 建物が登載漏れとなっているもの ○ ◎ ○ 86

令和４年度各会計歳入歳出決算審査

【指摘事項】

【意見・要望事項】

令和４年度公営企業各会計決算審査

【指摘事項】
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ア イ ウ エ ア イ ウ エ

番
号

対象局（団体） 事　項

措置区分

頁１ ２

130 東京消防庁 物品が過大登載となっているもの ○ ◎ 86

131 東京消防庁 物品が登載漏れとなっているもの ○ ◎ 87

132 教育庁 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 87

133 教育庁 調定額及び収入済額が過大計上となっているもの ◎ 87

134 教育庁 支出済額が過大計上となっているもの ◎ 88

135 教育庁 物品が過大登載となっているもの ◎ ○ 88

136 教育庁 物品が登載漏れとなっているもの ◎ ○ 88
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（表５）措置通知一覧（指摘区分別）

アイウエアイウエ

108 福祉局 4決算
不納欠損額が過小計上に、収入未済額が過大計上に
なっているもの ◎ ○ 79

109 福祉局 4決算 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ ○ 80

110 福祉局 4決算 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 80

111 福祉局 4決算 調定額及び収入未済額が過小計上となっているもの ◎ ○ 81

112 福祉局 4決算 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ ○ 81

116 産業労働局 4決算 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 82

117 産業労働局 4決算 収入済額及び還付未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 83

120 建設局 4決算 調定額が過小計上となっているもの ◎ ○ 83

121 建設局 4決算 還付未済額が過小計上となっているもの ◎ ○ 83

122 建設局 4決算 収入未済額が過小計上となっているもの ◎ ○ 84

127 港湾局 4決算 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 85

128 港湾局 4決算
収入済額が過大計上に、収入未済額が過小計上になっ
ているもの ◎ 86

132 教育庁 4決算 調定額及び収入未済額が過大計上となっているもの ◎ ○ 87

133 教育庁 4決算 調定額及び収入済額が過大計上となっているもの ◎ 87

30 福祉局 5定例
(滞納整理について）取り扱う債権に係る延滞金の手
続をマニュアルに定めるべきもの ◎ ○ 39

31 福祉局 5定例
(滞納整理について）滞納者名簿及び滞納整理表を作
成すべきもの ○ ◎ ○ 40

32 福祉局 5定例
(滞納整理について）督促状の発行を適正に行うべき
もの ◎ ○ ○ 40

33 福祉局 5定例
(滞納整理について）納入義務者の変更及び催告を適
正に行うべきもの ○ ◎ 40

34 福祉局 5定例
(滞納整理について）滞納金の解消に向けた対応を適
切に行うべきもの ○ ◎ 41

85 水道局 5定例
破産手続の終了を速やかに確認し所に対して不納欠損
の手続を執るよう通知すべきもの ○ ◎ ○ 66

16 主税局 5定例 土地の用途の認定を適正に行うべきもの ◎ ○ 32

18 都市整備局 5定例
(運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業について)業
務委託契約経費の積算を適正に行うべきもの ◎ 33

22 都市整備局 5定例
(ファイナンス・リース契約について)ファイナンス・
リース契約に当たり契約目途額の積算を適切に行うべ
きもの

◎ ○ 35

23 都市整備局 5定例
(ファイナンス・リース契約について)ファイナンス・
リース契約の締結に当たりリース料と保守料を明確に
区分して把握すべきもの

◎ ○ 35

24 都市整備局 5定例
(ファイナンス・リース契約について)再リース契約を
請書により締結する場合に代替品の提供について仕様
書に定めるべきもの

◎ ○ ○ 35

25 都市整備局 5定例
(ファイナンス・リース契約について)保守に関する具
体的な条件を明確に示すべきもの ◎ ○ 36

28 環境局 5定例
契約に必要な業務内容や条件等を明確に記載し適切な
仕様書を作成すべきもの ◎ 38

【会計処理（歳入・収入）】

【都税】

【契約（仕様・積算）】

【債権管理】

頁１ ２
番
号

対象局（団体）
監査
種別

事　項

措置区分
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アイウエアイウエ

頁１ ２
番
号

対象局（団体）
監査
種別

事　項

措置区分

43 産業労働局 5定例
ファイナンス・リース契約における契約目途額の積算
を適正に行うべきもの ◎ 45

64 建設局 5定例
(ファイナンス・リース契約について)契約目途額の積
算に当たりリース料と保守料等とに区別して算定すべ
きもの

◎ 54

65 建設局 5定例
(ファイナンス・リース契約について)ファイナンス・
リース契約の締結に当たりリース料と保守料等とを明
確に区分して把握すべきもの

◎ ○ 55

66 建設局 5定例
(ファイナンス・リース契約について)再リース契約を
請書により締結する場合に代替品の提供について仕様
書に定めるべきもの

◎ 55

67 建設局 5定例
公園の改修における設計委託について仕様を明確にす
べきもの ◎ 56

69 建設局 5定例
(野球場管理委託について)災害のおそれなどの事由に
よる使用中止の判断をすることについて仕様書とマ
ニュアルに記載すべきもの

◎ ○ 57

80 交通局 5定例
補修工事における仕様書を適正に作成し仕様書に基づ
いた完了検査を行うべきもの ◎ 63

81 交通局 5定例
ファイナンス・リース契約の締結に当たり月額リース
料と保守料とを明確に区分して把握すべきもの ◎ ○ 63

93 下水道局 5定例
(ファイナンス・リース契約に係る事務手続について)
保守対象の設定及び積算を適切に行うべきもの ◎ 71

94 下水道局 5定例

(ファイナンス・リース契約に係る事務手続について)
月額リース料及び保守料の明細を記載した賃借内訳書
を契約相手方に提出させるよう仕様書に定めるべきも
の

◎ 72

11 総務局(東京都公立大学法人) 4財援 クレーンの点検結果の対応を速やかに行うべきもの ◎ ○ 28

42 産業労働局 5定例
農産物販売・PR等に係る業務委託契約を適正に行うべ
きもの ◎ 44

47 中央卸売市場 5定例 業務委託契約に係る履行確認を適正に行うべきもの ◎ 47

48 中央卸売市場 5定例
フロンガス回収及び破壊に係る委託契約の履行確認を
適正に行うべきもの ◎ 47

68 建設局 5定例
(野球場管理委託について)側溝及び側溝ますの清掃に
ついての履行確認及び立会検査を行うべきもの ◎ ○ ○ 56

73 港湾局 5定例 草刈委託契約に係る履行確認を適正に行うべきもの ◎ ○ 59

74 港湾局 5定例
点検清掃委託契約に係る履行確認を適正に行うべきも
の ◎ ○ 59

75 港湾局 5定例
清掃船の修繕契約に係る履行確認を適正に行うべきも
の ◎ ○ 60

78 東京消防庁 5定例 点検保守委託契約の履行確認を適正に行うべきもの ◎ 62

84 水道局 5定例
(スマートメータの設置について)給水装置工事請負単
価契約における検査を適切に行うべきもの ◎ ○ ○ 66

96 教育庁 5定例
(遊具安全点検委託について)点検委託契約に係る検査
を適正に行うべきもの ◎ 73

6 産業労働局 4定例
汚水槽及び雑排水槽の清掃と汚泥処理の委託に係る事
務手続を適切に行うべきもの ◎ ○ 24

8 中央卸売市場 4定例

（消防用設備等の維持管理について）消防用設備等に
ついて、その機能を有効な状態に維持するとともに不
良と判定された箇所の是正を組織的かつ計画的に進め
るべきもの

◎ ○ 25

12
建設局（公益財団法人東京動
物園協会）

4財援
動物脱出防止柵設備について仕様書に保守の目的に
沿った点検内容等を具体的かつ適正に定め管理を適正
に行うべきもの

◎ ○ 28

15
建設局（公益財団法人東京都
道路整備保全公社）

4財援
（八重洲駐車場ほか４駐車場における大規模改修及び
中規模修繕について）指定管理者が実施する中規模修
繕について

◎ ○ 31

19 都市整備局 5定例
(運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業について)契
約変更手続を適切に行うべきもの ◎ 33

【契約（その他）】

【契約（履行確認）】
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アイウエアイウエ

頁１ ２
番
号

対象局（団体）
監査
種別

事　項

措置区分

20 都市整備局 5定例
(単価契約工事について)(事業用地等維持管理につい
て)特殊製品組合せ費の運用を適正に行うべきもの ◎ 34

21 都市整備局 5定例
(単価契約工事について)(測量委託について)工種「打
合せ協議」の設定及び運用を適正にすべきもの ◎ ○ 34

27 住宅政策本部 5定例
都営住宅の建設においてバリアフリー上必要な施設を
当初から発注すべきもの ◎ ○ 37

29 福祉局 5定例
(介護の仕事未経験者就業促進事業に係る企画運営業
務委託について)総合評価方式における委託業務内容
の変更を適切に行うべきもの

◎ 39

37 保健医療局 5定例 電子天びんの校正業務委託を一括して契約すべきもの ◎ 42

38 保健医療局 5定例
機械警備委託契約における鍵等の管理を適切に行うべ
きもの ◎ ○ ○ 43

39 産業労働局 5定例
Webサイトの構築・運用保守業務委託契約の変更手続
を適正に行うべきもの ◎ 43

40 産業労働局 5定例
LED照明設置工事における契約手続を適正に行うべき
もの ◎ 43

41 産業労働局 5定例
(樹木等の管理について)樹木等の管理に係る契約を計
画的に実施すべきもの ◎ ○ 44

49 建設局 5定例
(街路樹におけるナラ枯れ対策について)ナラ枯れ被害
木の処分について適切な指示及び確認を行うべきもの ◎ 48

50 建設局 5定例
(街路樹におけるナラ枯れ対策について)
街路樹のナラ枯れ被害について被害状況の把握と対処
方針の決定や情報提供を行うべきもの

◎ ○ 48

51 建設局 5定例
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)
工種として単価を定めていない内容の工事に当たり適
正な方法により支払うべきもの

◎ 49

52 建設局 5定例
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)
一者見積りによる単価設定を積算基準に基づき行うべ
きもの

◎ 49

53 建設局 5定例
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)
想定できる工種を設定し単価を定めるべきもの ◎ ○ 50

54 建設局 5定例
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)
特殊製品組合せ費の使用に当たり適正に見積書を徴取
すべきもの

◎ 50

55 建設局 5定例
(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費について)
正しい工種により工事を行うべきもの ◎ ○ 50

56 建設局 5定例
(単価契約工事について)即時性の認められない工事等
について総価契約により施行すべきもの ◎ 51

57 建設局 5定例
(単価契約工事について)実際に施工した内容のとおり
工事費を支払うべきもの ◎ ○ ○ ○ 51

58 建設局 5定例
工事に必要な調整を速やかに行うなどして緊急起工に
よらずに工事を行うべきもの ◎ 52

59 建設局 5定例
ろ材の交換及び循環ポンプの更新について一括して契
約を行うべきもの ◎ 52

60 建設局 5定例
葛西橋長寿命化工事の契約不適合責任の請求を行うべ
きもの ◎ ○ 53

61 建設局 5定例
街路樹剪定委託に係る施工数量の変更に当たり契約変
更手続を行うべきもの ○ ◎ 53

62 建設局 5定例
(清掃業務委託について)委託内容の変更に当たり契約
変更手続を行うべきもの ◎ ○ 54

63 建設局 5定例
(清掃業務委託について)合理的な理由に基づき委託内
容を変更すべきもの ◎ 54

70 港湾局 5定例
競争性を確保した契約方法により調査委託を行うべき
もの ◎ 57

71 港湾局 5定例
船内装飾委託に係る契約締結手続及び履行確認を適正
に行うべきもの ○ ◎ 58

72 港湾局 5定例
視察船の修繕に係る契約締結手続を適正に行うべきも
の ◎ 58

76 港湾局 5定例
安全確保の観点から消火器の更新を速やかに行うべき
もの ◎ ○ 60

79 交通局 5定例
(施設維持管理業務委託における受託者及び再委託先
の管理について)再委託先の現場責任者及び作業担当
者についての管理を適切に行うべきもの

◎ ○ 62
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アイウエアイウエ

頁１ ２
番
号

対象局（団体）
監査
種別

事　項

措置区分

83 水道局 5定例
(スマートメータの設置について)スマートメータを指
定給水装置工事事業者に適切に支給すべきもの ○ ◎ 65

86 水道局 5定例
工事請負単価契約について「単価契約業務発注の手
引」を遵守し適正な事案決定により対処すべきもの ◎ 67

87 下水道局 5定例
(町屋幹線の整備工事における実施設計について)実施
設計において通過ルートを確定し設計図等を作成すべ
きもの

◎ 67

88 下水道局 5定例
(町屋幹線の整備工事における実施設計について)実施
設計において支障物調査を行うべきもの ◎ 68

89 下水道局 5定例
(工事の一部一時中止に伴う増加費用の算定方法につ
いて)工事の一部一時中止に伴う増加費用の算定を適
正に行うべきもの

◎ ○ 68

90 下水道局 5定例
(工事の一部一時中止に伴う増加費用の算定方法につ
いて)工事の一部一時中止に伴う増加費用の算定方法
を見直すべきもの

◎ ○ 69

91 下水道局 5定例
契約金額の変更に当たり設計図書の変更を伴わない積
算誤りの取扱いに十分留意すべきもの ○ ◎ 70

92 下水道局 5定例
雨水ポンプ棟の躯体の設計に当たり必要な開口を適正
に設定すべきもの ○ ◎ 71

95 教育庁 5定例
(遊具安全点検委託について)点検結果が使用不可であ
る遊具について使用禁止処置を講じるべきもの ◎ ○ 72

97 教育庁 5定例
消火器の交換期限を把握し適正な購入契約を行うべき
もの ○ ◎ 73

98 教育庁 5定例 非常災害用備蓄品の配備を適切に行うべきもの ◎ 74

99 教育庁 5定例
(CALL教室等の管理について)授業用ソフトを経済的に
導入すべきもの ◎ ○ 74

5 産業労働局 4定例
概算払による委託契約の精算金額の確定を適正に行う
べきもの ◎ 23

7 産業労働局 4定例
森づくり貢献認証制度受付機関運営業務委託に係る概
算払の精算を適正に行うべきもの ◎ ○ 24

35 福祉局 5定例
業務委託契約における概算払の精算を適正に行うべき
もの ◎ ○ 41

77 港湾局 5定例
(港湾事業会計における会計伝票発行・取消しに係る
財務規則の遵守について)規則に基づき適正な時点で
会計伝票を発行し又は取り消すべきもの

◎ ○ 61

134 教育庁 4決算 支出済額が過大計上となっているもの ◎ 88

14
福祉局（社会福祉法人等10団
体）

4財援 補助金の公正かつ効率的な交付に資する取組について ◎ 30

2 住宅政策本部 4定例
（移管予定施設の管理の適正化について）移管予定施
設を適正に管理すべきもの ◎ ○ ○ 21

3 住宅政策本部 4定例
（移管予定施設の管理の適正化について）移管予定施
設等について記録等を作成し管理を適正に行うべきも
の

◎ ○ ○ 22

44 中央卸売市場 5定例
（遊休施設の管理について）募集条件を整理し掲示等
により空き室の情報提供を行うなど遊休施設の使用者
の募集を有効に行うべきもの

◎ ○ 45

45 中央卸売市場 5定例
（遊休施設の管理について）速やかな原状回復に向け
て必要な記録を残すなど市場施設の適切な管理を行う
べきもの

◎ 46

46 中央卸売市場 5定例
（遊休施設の管理について）経営計画等に則った有効
活用を一層強化すべきもの ◎ 46

100 教育庁 5定例
(教育財産の目的外使用許可について)事業者の公募に
係る審査を適切に行うべきもの ◎ 75

105 総務局 4決算 建物が登載漏れとなっているもの ◎ ○ ○ 79

106 都市整備局 4決算 債権が過大計上となっているもの ◎ ○ 79

【財産管理】

【会計処理（歳出・支出）】

【補助金等】
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アイウエアイウエ

頁１ ２
番
号

対象局（団体）
監査
種別

事　項

措置区分

107 環境局 4決算 出資による権利が登載漏れとなっているもの ◎ ○ 79

113 福祉局 4決算 建物が過大登載となっているもの ◎ ○ 82

114 福祉局 4決算 建物が登載漏れとなっているもの ◎ ○ 82

115 福祉局 4決算 物品が登載漏れとなっているもの ◎ ○ ○ 82

118 産業労働局 4決算 出資による権利が過大登載となっているもの ◎ ○ 83

119 産業労働局 4決算 出資による権利が登載漏れとなっているもの ◎ ○ 83

123 建設局 4決算 土地が過大登載となっているもの ◎ ○ ○ 84

124 建設局 4決算 土地が登載漏れとなっているもの ◎ ○ ○ 84

125 建設局 4決算 建物が過大登載となっているもの ◎ ○ ○ 85

126 建設局 4決算 物品が過大登載となっているもの ◎ ○ 85

129 東京消防庁 4決算 建物が登載漏れとなっているもの ○ ◎ ○ 86

130 東京消防庁 4決算 物品が過大登載となっているもの ○ ◎ 86

131 東京消防庁 4決算 物品が登載漏れとなっているもの ○ ◎ 87

135 教育庁 4決算 物品が過大登載となっているもの ◎ ○ 88

136 教育庁 4決算 物品が登載漏れとなっているもの ◎ ○ 88

9 環境局 4工事 あと施工アンカーの施工管理を適切に行うべきもの ◎ ○ 26

26 都市整備局 5定例
業務用端末にデータの盗難防止措置を設定し適正に管
理すべきもの ◎ ○ 36

1 水道局 2公決 減損会計の適用を適切に行うべきもの ◎ 20

4 住宅政策本部 4定例
都営住宅の事業用空き住戸の有効活用を検討すべきも
の ○ ◎ ○ ○ 23

10 水道局 3公決 減損会計を適切に適用し必要な情報を提供すべきもの ◎ 27

13
総務局（東京都公立大学法
人）

4財援
金融債による資金運用に係るリスク管理及び財務諸表
における開示について ◎ 29

17 生活文化スポーツ局 5定例
Tokyo Museum Collectionのホームページについて、
提供している情報が正確であるよう留意するととも
に、利用者の利便性に配慮すべきもの

◎ ○ 32

36 福祉局 5定例 AEDの管理を適切に行うべきもの ◎ ○ ○ 42

82 交通局 5定例
駅窓口において引継処理を漏れなく行うよう指導すべ
きもの ◎ ○ 64

101 生活文化スポーツ局 5定例
6つの都立ミュージアムのホームページにおける
ToMuCoに関する情報提供について ◎ ○ 76

102 港湾局 4公決
破産更生債権等を適正な項目をもって表示すべきもの
（臨海地域開発事業会計） ◎ ○ ○ 77

103 港湾局 4公決
破産更生債権等を適正な項目をもって表示すべきもの
（港湾事業会計） ◎ ○ ○ 77

104 交通局 4公決 一般債権に係る貸倒引当額を適正に算定すべきもの ◎ ○ 78

【その他】

【施工】

【システム】
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〔令和２年度公営企業各会計決算審査〕

【指摘事項】

ア イ ウ エ ア イ ウ エ

◎

1

水道局

減損会計の
適用を適切
に行うべき
もの

1 2

番号

対象局
事項

監査結果の要約 講じた措置の概要（団体）

措置区分

　地方公営企業法施行規則等を受け
て、局は、固定資産の減損会計の取扱
いを定めることを目的として、「減損
処理取扱要綱」を作成している。
　要綱に沿って見ていくと、工業用水
道事業の事業廃止が決定されたこと
は、法律的環境の著しい悪化であり、
要綱の「事業に関連して、経営環境が
著しく悪化した」事象に当たる。そし
て、廃止・支援計画の下で給水収益及
び給水件数の減少傾向が顕著になって
いる状況及び配水管等の撤去が進捗し
ている状況は、要綱の「使用されてい
る範囲又は方法について、当該固定資
産又は固定資産グループの回収可能価
額を著しく低下させる変化が生じた」
事象とすることが妥当である。また、
廃止条例施行後の令和元年度及び令和
２年度において、営業損益、経常損
益、業務活動から生じるキャッシュ・
フローがいずれも、継続してマイナス
となっており、かつ、給水収益の減少
及び事業廃止経費の支出により、今後
もマイナスとなることが見込まれる。
このことは、要綱の「業務活動から生
ずる損益又はキャッシュ・フローが継
続してマイナスとなっており、かつ、
今後とも継続してマイナスとなる見込
みであること」に当たる。
　しかしながら、局は、減損の兆候は
ないと判断し、減損損失の認識の判定
を行っておらず、決算書において、減
損に係る注記を行っていない。事業廃
止に向けて事業整理を進めている中で
減損が生じている可能性を示す事象が
あり、減損の兆候があると判断するこ
とが適当であり、今後会計閉鎖に向け
て状況に応じて減損の注記を行うなど
適正な減損処理を行っていくべきであ
る。加えて、減損損失の認識の判定を
行い、減損損失の測定を行う場合に
は、事業廃止に向けた資産の償却年数
短縮などに十分に配慮していく必要が
ある。
　局は、減損会計の適用を適切に行わ
れたい。

　令和４年度決算において、保有する
固定資産の帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減損損失とし
て特別損失に計上するとともに、減損
損失に関する注記を行った。
【１－ウ】
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2

1 2
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3

1 2
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5

1 2

4

1 2

- 23 -
－23－



ア イ ウ エ ア イ ウ エ

◎ ○

ア イ ウ エ ア イ ウ エ

◎ ○

6

産業労働局

汚水槽及び
雑排水槽の
清掃と汚泥
処理の委託
に係る事務
手続を適切
に行うべき
もの

　森林事務所は、汚水槽と雑排水槽の
清掃委託を契約している。また、清掃
時に排出される汚泥について産業廃棄
物処分委託を契約している。
①　清掃委託について
　　所は、汚水槽と雑排水槽の２件の
　清掃委託契約について、単数見積に
　よる随意契約としている。しかし、
　作業内容等が類似していること、当
　該契約による清掃は同日に行われて
　いたことから、１件にまとめること
　ができるものであった。それぞれに
　おいて随意契約を行っていることは
　適切でない。
　　また、契約の履行状況について確
　認したところ、いずれも報告書の記
　載や写真の添付がなく、漏水の有無
　を調べたことが確認できない状況で
　あった。仕様書で受託者に求めてい
　る内容について、書面で履行の確認
　ができない状況であるにもかかわら
　ず、所が検査を合格として委託料を
　支払っていることは、適正でない。
②　汚泥処理委託について
　　契約時に受託者から産業廃棄物処
　分業の許可証の写しの提出を受けて
　いたものの、契約期間中にその有効
　期間が切れることから、令和３年
　１２月に有効期間更新後の許可証の
　写しの提出を受けていた。しかし、
　令和３年１１月に汚泥の処理が行わ
　れており、その時点では、受託者が
　産業廃棄物の処分業の許可業者であ
　るかどうか確認を行っていない状況
　であるため適切でない。
　所は、汚水槽及び雑排水槽の清掃並
びに汚泥処理の委託に係る事務手続を
適切に行われたい。

　所は、汚水槽及び雑排水槽の２件の
契約について、１件の契約としてまと
めることにした。令和５年度の契約
は、令和５年５月３０日に締結した。
　また、汚水槽及び雑排水槽の清掃に
係る報告書の様式に清掃後の水張り点
検の項目を追加した。令和４年７月の
点検の際には、新様式の報告書を提出
させるとともに、写真を添付させ確認
を行った。【２－イ】
　さらに、令和４年度の契約から産業
廃棄物の許可証の有効期限について、
複数チェックを行い、期限切れの場
合、速やかに受託者に対して提出をす
るよう指示することにした。
【２－ウ】

1 2

7

産業労働局

森づくり貢
献認証制度
受付機関運
営業務委託
に係る概算
払の精算を
適正に行う
べきもの

　農林水産部は、「とうきょう森づく
り貢献認証制度」のＰＲ、企業等から
の問合せ対応、申請書の受理・確認、
審査委員会の開催等を委託している。
　委託に当たり、部は、
①　受託者が、都の森林林業行政に
　とって重要な役割を担っている団体
　であること
②　都の補助事業及び委託事業による
　収入を主たる財源としていて、概算
　払による資金を受けなければ当該委
　託事業の実施が困難であること
を理由として、委託料を四半期ごとに
概算払し、年度末に精算することとし
ている。
　受託者からの実績報告書によると、
人件費及び事業費は契約金額よりも実
績額が高額になっているため、実績額
に係る部の確認内容を見たところ、事
務費及び事業費については、経費に係
る契約書及び領収書により確認してい
たものの、人件費については実額の確
認をしておらず、適正でない。
　部は、概算払の精算を適正に行われ
たい。

　部は、受託者から人件費の根拠資料
の提出を受け、それが反映された経理
実績書を確認した上で、令和５年４月
１３日に委託金額を確定し、同月２４
日に精算を行った。【２－イ】
　また、令和４年７月８日、補助金交
付や委託料概算払などを担当している
全ての森林課内職員に対し、再発防止
のための研修を実施した。【２－エ】

1 2
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8

1 2
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9

1 2
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〔令和３年度公営企業各会計決算審査〕

【指摘事項】

ア イ ウ エ ア イ ウ エ

◎

10

水道局

減損会計を
適切に適用
し必要な情
報を提供す
べきもの

1 2

番号

対象局
事項

監査結果の要約 講じた措置の概要（団体）

措置区分

　令和２年度決算において、減損の兆
候があると判定することが妥当である
と指摘したところであるが、局は、令
和３年度においても、減損の兆候はな
いと判定し、減損に関する注記を行っ
ていない。
　しかしながら、令和３年度は、固定
資産の収益性の低下により投資額の回
収が見込めなくなった状態や将来の経
済的便益が著しく減少した状態が進行
し、より一層減損の兆候があると判定
することが妥当な状況となっており、
令和２年度に引き続き減損の注記を
行っていないことは、規則、指針及び
要綱に照らして適切でない。
　局は、配水管の転用、撤去計画を令
和４年度までに策定するとしている
が、事業廃止まであと１年を切り、事
業整理が進行するなかで、主要な資産
の処分方針を決定し、それに基づき損
失見込みを算定するなどして、減損の
兆候や認識の判定等を行い、減損損失
が認識された場合には、貸借対照表の
固定資産の帳簿価額を減額し、減損損
失の認識に至らなかった場合でも、そ
の理由や兆候の概要等を減損に関する
注記の区分に適切に記載すべきであ
る。
　公営企業は、その公共的な性格か
ら、議会や都民に対する説明責任を果
たすため、業績評価に必要な情報を適
切に開示することが求められる。これ
を踏まえて局は、決算書における減損
に関する注記の重要性に留意する必要
がある。
　局は、減損会計を適切に適用し必要
な情報を提供されたい。

　令和４年度決算において、保有する
固定資産の帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減損損失とし
て特別損失に計上するとともに、減損
損失に関する注記を行った。
【１－ウ】
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12

1 2

11

1 2
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13

1 2
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14

1 2

- 30 -
－30－



15

1 2

- 31 -
－31－



17

Tokyo
Museum
Collection

1 2

16

1 2
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19

1 2

18

1 2
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21

1 2

20

1 2

- 34 -
－34－



24

1 2

23

1 2

22

1 2
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26

1 2

25

1 2

- 36 -
－36－



27

1 2

- 37 -
－37－



28

1 2

- 38 -
－38－



30

1 2

29

1 2

- 39 -
－39－



33

1 2

32

1 2

31

1 2
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35

1 2

34

1 2

- 41 -
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37

1 2

36

1 2
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40

1 2

39

1 2

38

1 2
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42

1 2

41

1 2
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44

1 2

43

1 2
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46

1 2

45

1 2

- 46 -
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48

1 2

47

1 2

- 47 -
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50

1 2

49

1 2
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52

1 2

51

1 2
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55

1 2

54

1 2

53

1 2
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ア イ ウ エ ア イ ウ エ

◎

ア イ ウ エ ア イ ウ エ

◎ ○ ○ ○

57

建設局

(単価契約工
事について)
実際に施工
した内容の
とおり工事
費を支払う
べきもの

1 2

56

建設局

(単価契約工
事について)
即時性の認
められない
工事等につ
いて総価契
約により施
行すべきも
の

　東部公園緑地事務所は、高井戸公園
園地改修工事（単価契約）を締結し、
監査日（令和５年２月１５日）現在、
６件の指示工事を行っているが、これ
らのうち３件の指示工事については、
いずれも工事の内容に即時性が認めら
れず、適正でない。
　所は、即時性の認められない工事等
について、総価契約により施行された
い。

　東部公園緑地事務所は、令和５年８
月１日開催の若手職員向けOJT研修及
び同月８日開催の課長会並びに工事課
内課長代理会にて、指摘事項の周知を
行うとともに、単価契約の指示に際し
ては、即時性が認められ、単価契約の
指示として適切かどうかを、担当監督
員及び主任監督員並びに総括監督員で
全体の状況に照らして慎重に検討、判
断するよう注意喚起した。また、次年
度以降もOJT研修等において周知する
など、継続して再発防止を図ってい
く。【２－エ】

1 2

　単価契約工事では、受注者から提出
される工事写真により、工事内容、数
量を確認し、完了届に添付させている
工種別内訳書が正確であるかを確認し
た上で、工事費を支払っている。
　しかしながら、第二建設事務所、第
三建設事務所及び西部公園緑地事務所
において、次のとおり、実際の施工内
容と支払内容が異なっている事例が見
受けられた。
　各所は、実際に施工した内容のとお
り工事費を支払われたい。
①　第二建設事務所は、単価契約工事
　により、防塵舗装及びフェンスの設
　置を行っている。所は、最初の指示
　工事により敷地全面に舗装を行った
　後、続けて行った指示工事でフェン
　ス及び門扉の基礎部分の舗装を撤去
　しているが、撤去に係る工事費を支
　払っていない。実際に行った工事に
　ついては、工事費を支払うべきであ
　り、所が撤去に要する工事費
　８万３２６円を支払っていないこと
　は適正でない。
②　西部公園緑地事務所は、管内の未
　開園地における日常管理及び陳情・
　災害対応のため、２件の単価契約を
　締結している。これらの単価契約に
　基づく指示工事のうち１１件におい
　て、工事施行前の現地調査費等とし
　て普通作業員の工種を計上している
　が、受注者が現地調査等を実施した
　ことが確認できる調査報告書や写真
　を確認しないまま工事費を支出して
　おり、適正でない。この結果、支出
　に当たっては、合計で
　２５万７，４５０円が過大となって
　いる。
③　第三建設事務所は、管内の街路樹
　の維持管理のため、単価契約を締結
　している。この指示工事のうち２件
　について、完了内訳書において、普
　通作業工の数量を算出するための基
　礎となる作業時間数の合計を誤って
　おり、適正でない。この結果、工事
　費が合計で５万５，２２０円過大と
　なっている。

①　第二建設事務所は、撤去に係る工
　事費について、令和５年３月２２日
　に受注者と協議を行い、改めて支払
　を申し出たが、受注者に請求の意思
　がないため支払うことができない。
　【１－エ】
　　所は、令和５年４月３日に、令和
　５年度単価契約工事の受注者に対
　し、今後施工する工種については、
　「施工内容確認申請書」により適正
　に申請するよう依頼した。また、令
　和５年３月２８日開催の工事第一課
　課長代理会にて指摘事項を周知し、
　同年４月３日開催の工事担当会に
　て、施工内容に対し支払が適正に行
　われているかについて、担当及び主
　任監督者並びに工事総括担当による
　複数チェックを引き続き実施するよ
　う周知した。【２－エ】
　　道路建設部は、令和５年５月から
　同年６月開催の執行調整会議にて、
　関係者に本案件を周知し、注意喚起
　及び再発防止の徹底を図った。
　【２－エ】
②　西部公園緑地事務所は、工期内で
　あった西部公園緑地事務所管内未開
　園地樹木管理その他委託について
　は、受注者に対し、現地調査の報告
　書の作成及び検査時の提出を指示
　し、確認した。また、両契約の現地
　調査の実施状況については、受注者
　の作業日報及び職員の出張記録等に
　より作業の実施を確認できたため、
　返還を求めない。【１－エ】
　　所は、令和５年度の単価契約につ
　いて、現地調査を行う際は、報告書
　及び記録写真の提出を義務付け、検
　査時に確認を行っている。
　【２－イ】
③　第三建設事務所は、過大となって
　いる５万５，２２０円のうち２万
　２２０円については、受託者に返還
　を求め、令和５年３月９日に返還さ
　れた。【１－ア】
　　また、３万５，０００円について
　は、支払前であったため、受託者に
　指示し、完了内訳書の金額を是正し
　た。【１－エ】
　　所は、令和５年３月８日開催の工
　区長・課長代理会にて指摘事項を周
　知し、作業実績数量を把握、確認
　し、数量の複数チェックを行うよう
　注意喚起を行った。【２－エ】
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下水道局

契約金額の
変更に当た
り設計図書
の変更を伴
わない積算
誤りの取扱
いに十分留
意すべきも
の

1 2

　工事請負契約においては、発注者が
設計図書等を提示し、入札参加者は設
計図書等により明確に定義された構築
物の建設等をするために必要な金額を
入札し、原則として、最も低い金額で
入札した者と入札金額で契約する。契
約手続に当たっては、契約金額の上限
として設計金額に基づいて予定価格を
定める。設計金額を構成する単価及び
仮設費等は、都の内部規定である積算
基準に基づき積算するもので、設計図
書等に明示されるものではない。
　したがって、仮に積算基準に照らし
て、単価及び仮設費等が誤ったもので
あり、その結果、設計金額が誤ってい
たとしても、設計図書等の内容自体に
は影響しない。発注者側の違算による
予定価格の誤りと受注者側の積算自体
には直接関係がなく、契約は、設計図
書等に基づき受注者側が積算した適正
な契約金額で締結されていることとな
る。契約変更を行う必要があるのは、
設計図により示した構築物の形状や仕
様書に記載した事項が変更になるなど
の設計図書等の内容が変更となる場合
である。
　以上のことから、設計図書等の変更
を伴わない、設計金額の積算誤りのみ
を理由として、契約金額を変更するこ
とは、制度的には本来想定されておら
ず、設計図書等により定めた契約の目
的物を確実にかつ最も経済的に入手す
ることを目的とする入札制度の趣旨を
阻害しかねない。
　そこで、第二基幹施設再構築事務所
において、工事に係る契約変更内容を
見たところ、
①　所は、森ヶ崎水再生センター東処
　理施設仮設揚陸桟橋の防食工事を
　行っているが、この工事の設計にお
　いて、防食工等の積算単価を誤って
　いたためとして、契約変更を行って
　いる。
②　蛇崩川増強幹線を整備している
　が、この工事の設計において、誤っ
　て積算したためとして、契約変更を
　行っている。
　これらは、所が、設計図書等の変更
を伴わない単価及び仮設費等に係る積
算の誤りを理由とした契約金額の変更
を実施しているものであり、また、経
理部がこれに基づき契約変更手続を
行っていることは、適正でない。
　所及び部は、契約金額の変更に当た
り、設計図書の変更を伴わない積算誤
りの取扱いに十分留意されたい。

　第二基幹施設再構築事務所は、令和
５年４月２７日及び同年８月３日に開
催した所内会議において、適正な積算
のための留意点や設計書を確認する際
の着眼点について職員に周知の上確認
させるとともに、本事例の内容を改め
て共有し、設計図書の変更を伴わない
積算誤りの取扱いを適切に行うことを
確認した。また、令和５年８月３日に
実施した職場研修において、違算事例
等を基に、起こしやすいミスや違算が
及ぼす事業への影響等について理解さ
せ、改めて注意喚起を行った。
【２－エ】
　建設部は、令和５年６月８日に開催
した設計関連課長会、同年７月６日に
開催した部門所長会及び同年８月２日
に開催した工事主幹課長会において、
違算が及ぼす影響等について周知する
とともに、設計図書の変更を伴わない
積算誤りの取扱いについて留意するよ
う注意喚起を行った。
　さらに、積算単価の誤りを防止する
ため、積算チェックリストに新たな項
目を追加するとともに、令和５年７月
２８日に職場研修を実施して、本事例
を共有し、適正な積算のための留意点
や設計書確認時の着眼点について職員
に周知の上確認させた。
【２－ウ、２－エ】
　経理部は、令和５年４月２５日に開
催した部課長会及び同月２７日に開催
した契約課課長代理会において、設計
図書の変更を伴わない積算誤りの取扱
いについて留意するよう注意喚起を
行った。【２－エ】
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福祉局

調定額及び
収入未済額
が過大計上
となってい
るもの

　（款）諸収入（項）雑入（目）雑入
において、調定額及び収入未済額が各
５万円過大に計上されている。

　過大に計上されていた調定額５万円
について、令和５年６月２０日に、財
務会計システムにより更正処理を行っ
た。【１－ウ】
　規定等の内容を十分に理解せず、決
裁を経ずに調定登録の操作を行ったこ
とが誤りの原因であることから、企画
部は、令和５年８月２８日開催の令和
５年度福祉局・保健医療局債権管理実
務研修において、適正な債権管理のた
め、財務会計システムの手続（歳入調
定取消等）にあたっては、規定等を十
分に確認し、組織としての意思決定の
うえ行うことを周知した。障害者施策
推進部は、令和５年９月８日に、担当
内で収入事務・未収金管理に関する勉
強会を実施した。
【２－エ】
　また、令和５年９月７日に未収金の
管理表を作成し、今後は担当者と課長
代理で収入状況を常に共有することと
した。【２－ウ】
　令和５年７月３１日開催の部課長会
において収入未済の管理の徹底等につ
いて周知した。また、令和５年８月４
日には、会計事務の適正化について部
内へメールによる注意喚起を行った。
【２－エ】
　収入未済に係る各課の管理台帳と財
務会計システムの突合状況について、
月１回の定期確認を実施することと
し、初回は令和５年８月２３日に部内
への依頼を行った。【２－ウ】

1 2
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福祉局

調定額及び
収入未済額
が過小計上
となってい
るもの

　（款）諸収入（項）雑入（目）契約
違約金において、調定額及び収入未済
額が各３２万９，３２７円過小に計上
されている。

　過小に計上されていた調定額３２万
９，３２７円について、令和５年６月
１３日に、財務会計システムにより再
調定処理を行った。【１－ウ】
　規定等の内容を十分に理解せず、決
裁を経ずに調定取消の操作を行ったこ
とが誤りの原因であることから、企画
部は、令和５年８月２８日開催の令和
５年度福祉局・保健医療局債権管理実
務研修において、適正な債権管理のた
め、財務会計システムの手続（歳入調
定取消等）にあたっては、規定等を十
分に確認し、組織としての意思決定の
上行うことを周知した。【２－エ】
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福祉局
物品が登載
漏れとなっ
ているもの

　物品２点（手術用歯科カート２点）
が登載漏れとなっている。

　登載漏れとなっていた物品２点につ
いて、令和５年６月３日に、物品管理
システムに登録した。【１－ウ】
　令和５年９月６日付通知文により、
指定管理施設宛てに、注意喚起を行っ
た。【２－エ】
　また、同日付けで、物品登録の重
複・漏れを防ぐため、現在物品・廃棄
物品について記載する様式のチェック
方法について資料を作成し、担当・施
設で共有した。【２－ウ】

1 2
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福祉局
建物が登載
漏れとなっ
ているもの

　建物３，６２０．０６㎡（足立児童
相談所）が登載漏れとなっている。

　登載漏れとなっていた建物につい
て、令和５年６月２６日に、財産情報
システムに登録した。【１－ウ】
　子供・子育て支援部は、施設建設・
解体・改修時の財産情報システムへの
登録・削除・変更について、今後は工
事完了前に本庁部署から対象児童相談
所にあらかじめ周知し、処理完了後に
報告を受け、適切に処理されているこ
と確認するという一連の手続を徹底す
ることとし、令和５年８月１日に再発
防止のためのマニュアルを作成して、
担当内で周知した。【２－ウ】1 2
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福祉局
建物が過大
登載となっ
ているもの

　建物９３８．３７㎡（立川児童相談
所）が過大に登載されている。

　過大に登載されていた建物につい
て、令和５年７月１２日に、財産情報
システムから削除した。【１－ウ】
　子供・子育て支援部は、施設建設・
解体・改修時の財産情報システムへの
登録・削除・変更について、今後は工
事完了前に本庁部署から対象児童相談
所にあらかじめ周知し、処理完了後に
報告を受け、適切に処理されているこ
と確認するという一連の手続を徹底す
ることとし、令和５年８月１日に再発
防止のためのマニュアルを作成して、
担当内で周知した。【２－ウ】

1 2
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産業労働局

調定額及び
収入未済額
が過大計上
となってい
るもの

　一般会計（款）諸収入（項）雑入
（目）雑入において、調定額及び収入
未済額が各１１６万２，５５６円過大
に計上されている。

　過大に計上されていた調定額及び収
入未済額各１１６万２,５５６円につ
いて、令和５年６月８日に、財務会計
システムにより更正処理を行った。
【１－ウ】
　局は、令和５年９月６日付通知文に
より、当該指摘事例や経理事務等の留
意点について局内へ周知した。
　また、商工部は、令和５年９月７日
付通知文により、局通知文及び本指摘
事項を踏まえた適正な経理事務・契約
事務の遂行について部内に周知した。
【２－エ】
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教育庁

調定額及び
収入済額が
過大計上と
なっている
もの

　（款）諸収入（項）雑入（目）雑入
において、調定額及び収入済額が、
２１３万３，０００円過大に計上され
ている。

　都立学校教育部は、他局との合築建
物に係る契約解除の会計事務等につい
て事務処理を行った経験がなかったこ
とが誤りの原因であったため、前例が
ない案件が発生した場合には、その都
度会計管理局に手続を確認し、誤りが
ないように留意することを、令和５年
８月２２日通知により担当者間で改め
て周知し、注意喚起を行った。
【２－エ】

1 2
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教育庁

調定額及び
収入未済額
が過大計上
となってい
るもの

　（款）諸収入（項）雑入（目）納付
金において、調定額及び収入未済額が
各５３６円過大に計上されている。

　総務部は、過大に計上されていた調
定額及び収入未済額５３６円につい
て、令和５年８月２４日に、財務会計
システムにより更正処理を行った。
【１－ウ】
　総務部は、会計年度任用職員の支出
処理を行う際、一連の事務作業の中で
処理する組織名が異なるため、調定処
理後に出力される調定登録確認書にお
いて、処理を行った組織名に誤りがな
いか複数の給与担当者による複数
チェックを徹底する。
　また、事務処理の確認ができるよ
う、支出命令書等の取り消しを行った
際に出力される取消確認書を保存する
こととした。
　令和４年度以前にも対応不備があっ
たことを勘案し、今後は庁の経理部門
においても財務会計システム上から出
力される帳票を用いて、歳入の確認を
行うことで再発防止を徹底する。
　以上のことを、令和５年７月１９日
及び同月２０日に、総務部担当者内で
打合せを行い、周知徹底した。
【２－ウ】

1 2
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東京消防庁
物品が登載
漏れとなっ
ているもの

　物品２点（工業用テレビジョン装
置）が登載漏れとなっている。

　登載漏れとなっていた物品２点につ
いて、令和５年６月１５日及び同月
３０日に、物品管理システムに登録し
た。【１－ウ】
　昭島消防署及び新宿消防署は、令和
５年６月１５日付通知文及び同月３０
日付通知文により、それぞれ、過大登
載の原因究明、登録根拠書類の処理フ
ローや登録後の確認要領の整理などの
再発防止策を担当係内に周知した。
【２－ウ】
　総務部経理契約課は、過年度の登載
漏れ及び過大登載を防ぐ担当者用の処
理表を作成し、庁内の職員用ポータル
サイトに掲示し庁内で共有することに
より、物品登録漏れの再発防止を図っ
た。【２－ウ】1 2
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